
「生かそう一票　明日の指宿」

⑴

令和４年２月６日執行　　指宿市長選挙

選　挙　公　報
この選挙公報は，候補者から提出された原稿をそのまま印刷したものです。
掲載の順序は，くじによって決められたものです。 指宿市選挙管理委員会
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そ
こ
で
、
こ
の
機
会
に
皆
さ

ま
に
改
め
て
ご
理
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い
た
だ
き

た
い
の
が
、
き
れ
い
な
政
治
、

お
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の
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の
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挙
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を
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治
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の
人
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金
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と
は
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ん
、
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政
治
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や
贈
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、

公
職
選
挙
法
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ま
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皆
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挙
を
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ま
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う
。

 三ない運動」をご存じですか？
政治家の寄附は禁止（贈らない）！　政治家の寄附を求めない！　受け取らない！

 4
M I C  N E W S

 るほど！選挙「寄附の禁止」

 ttps://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naru odo/naru odo08. tml
 詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。

総務省ホームページ

 
治
家
の
寄
附
は
禁
止
！

有
権
者
が
 
治
家
に
寄
附
を

求
め
る
こ
と
も
禁
止
！

政治家の寄附禁止の対象例

 祭りへの寄附・差し入

れ、町内会の集会・旅

行などの催物への寸志・

飲食物の差し入れ

結婚祝
※
、香典

※
、

卒業祝、入学祝

など

 歳暮・

 年賀など
落成式・開店

祝などの祝花、

葬儀の供花、

病気見舞いな

ど

  政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適

用されない場合があります。

次の行為が禁止されています

【平時より禁止されるもの】

【選挙に関して行うことが禁止されるもの】

【その他、禁止されている行為】

●政治家の寄附の禁止

　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義の

いかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者

が政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。

政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で

勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され

ており、威迫して求めると処罰されます。

●政治家の関係団体の寄附の禁止

　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対し

て、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をするこ

とは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

●政治家の後援団体の寄附の禁止

　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、

後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附を

すると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

●政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止

　政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されてい

る団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義

のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

●請負等の契約の当事者の寄附の禁止

　国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞ

れの選挙に関して寄附をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に関して

寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。

○政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出すことは禁止されています。

○政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
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投票時間　午前７時から午後６時まで（※鰻区と尾下区は午後４時まで）
■期日前投票　期　間：１月31日（月）から２月５日（土）まで　投票時間：午前８時30分から午後８時まで
　　　　　　　投票所：市役所指宿庁舎・山川文化ホール・市役所開聞庁舎
◎投票所入場券をお持ちの上，投票所へお越しください。
◎選挙権のある方で，投票所入場券の届いていない人や紛失した人も選挙人名簿に登録があれば投票所でその旨申し出ることで投票できます。
◎期日前投票をする方は，投票所入場券裏面の「宣誓書」を記入の上，期日前投票所へお越しください。

投票日 ２月６日（日）
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政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で

勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され

ており、威迫して求めると処罰されます。

●政治家の関係団体の寄附の禁止

　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対し

て、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をするこ

とは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

●政治家の後援団体の寄附の禁止

　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、

後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附を

すると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

●政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止

　政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名称が表示されてい

る団体が、選挙に関し、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、名義

のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

●請負等の契約の当事者の寄附の禁止

　国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者がそれぞ

れの選挙に関して寄附をすることや、これらの者からそれぞれの選挙に関して

寄附を受けることは、罰則をもって禁止されています。

○政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出すことは禁止されています。

○政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

指宿市長選挙

⑵

広報誌「総務省」（2021年12月号）より


